
１．事業再生・中小企業金融の円滑化

（１）創業・新事業支援機能等の強化

①融資審査態勢の強化等

②産学官の更なる連携強化等

１ （金沢信用金庫）

取組み方針及び目標 具体的取組策現状の分析及び評価

「現状分析、取組方針及び具体的取組策」

アクションプログラムに基づく個別の取組み

・業種別担当者を配置し、業種別毎に専門知識の
習得を行い、「目利き」能力の向上を図ってい
ます。

・本部と営業店の連携による企業訪問（経営者と
の面談）を実施し、経営者の経営方針、業種別
の特性や各種情報等の活用により審査能力及び
「目利き」能力の向上に努めています。

・創業・新事業向けの「新進企営」については、
「新規事業支援チーム」の構成による「サポー
トデスク」に業種別担当者が参画し、審議を行
いレベルアップに努めています。

・業種別担当者の配置については継続します。さら
に業種別データの整備、ノウハウを蓄積し融資審
査体制の強化を図ります。
・融資審査の能力向上を図るため、外部団体等の研
修会に積極的に参加します。
・営業店融資担当者の能力向上を図るため、庫内講
師の主催による「目利き」能力向上の研修を実施
します。
・中小企業診断士（庫内）や業種別担当者を含む「新
規事業支援チーム」が「目利き」能力を活かし、
創業・新事業の融資案件の審議を行います。併せ
て事後モニタリングも行います。
・営業店統括に「法人担当」を４月に配置します。
企業先の融資開拓で得たスキルの蓄積と情報を共
有化し、審査能力の向上を図ります。
・営業店との連携による企業訪問を継続し、経営者
面談による「目利き」能力の向上、業種別の特性
や各種情報を通して審査能力を高めます。

・「目利き」能力向上のため研修会への参加、通
信講座の受講を継続し、企業の将来性や技術力
を的確に評価できる人材の育成に努めます。

・「法人担当」の企業先開拓活動の中で身につけ
たスキル、成功事例等は蓄積し、営業店のＯＪ
Ｔ等を通じて能力の向上を図ります。

・「北陸地区産業クラスターサポート金融会議」
へ積極的に参加し、情報収集に努めています。
（平成１５年度３回出席、平成１６年度２回出席）

・「北陸ライフケアクラスター研究会（ＨＬＣ）」
のＮＰＯ法人化に伴ない、人的派遣にて参画す
るとともに中核企業に対し、信金キャピタル㈱
を紹介し、「無担保転換社債型新株予約権付社債」
で３０百万円の支援を行いました。（１７年１月末）
・経済産業省中部経済産業局や「北陸ものづくり
創生協議会」と連携し、地域のベンチャー企業
に対する支援を行っています。

・経済産業省中部経済産業局等のネットワークを活
用し、地域のベンチャー企業の育成と中小企業の
技術開発・新事業の展開を支援します。
・「北陸地区産業クラスターサポート金融会議」に
引続き参加します。
・各地域の中小企業支援センターとの連携を強化し
ます。

・「北陸地区産業クラスターサポート金融会議」
へ参加します。

・「北陸ライフケアクラスター研究会（ＨＬＣ）」
に引続き積極的に参画します。

③地域におけるベンチャー企業向
け業務に係る外部機関等の連携
強化等

・中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、国民生
活金融公庫の３行と「業務連携に関する覚書」
を締結しました。ベンチャー企業の新事業展開
の促進、経営基盤の強化をサポートするため、
情報交換や企業の相互紹介を推進しました。

・創業、新事業支援についての情報収集やノウハ
ウ習得のため、外部機関等との提携を積極的に
推進していく必要があります。

・ベンチャー企業の所有する技術力や知的財産の評
価能力及び事業計画の合理性を検証するため、外
部機関等と積極的に業務提携を推進します。
・政府系金融機関、石川県産業創出支援機構、商工
（会）会議所、信金中央金庫等の外部機関と創業・
新事業に関する情報の共有化やベンチャー企業の
相互紹介などを通して連携の強化を図ります。

・「福祉医療機構」との業務提携を推進します。
・「中小企業基盤整備機構」との業務連携を推進
します。

・地域企業のビジネスチャンスの拡大や大学等と
の共同開発や交流の機会等を目的としたビジネ
スフェアを開催します。

・創業及び新事業に関する外部機関等の主催のセ
ミナーへ積極的に参加します。

・「知的財産権担保融資」等の新商品の知識習得
に務めます。

・金沢商工会議所と連携し、創業企業の育成を図
ります。

（別紙）

項　　　　目



・全支店長が外部講師による経営改善セミナーを
受講し、「経営支援アドバイザー（当金庫認定）」
資格を取得しました。（４７名取得）
・「中小企業経営支援講座」を開催しました。
　（通信講座１３９名修了、２級検定試験７４名合格）
・中小企業大学校へ１名派遣しました。
　（１６年１０月～１７年９月）
・経営支援室が中小企業の再生に関する研修会を
開催しました。（１６年１０月）

（２）取引先企業に対する経営相談・
支援機能の強化

①中小企業に対するコンサルティ
ング機能、情報提供機能の一層
の強化

②中小企業支援スキルの向上を目
的とした取組みの強化

２ （金沢信用金庫）

取組み方針及び目標 具体的取組策現状の分析及び評価

・地域の中小企業の体質改善・強化に向けた支援・
協力ができる人材の育成を引続き行います。
・「経営支援アドバイサー（当金庫認定）」資格取
得者を総勢１００名とします。

・全国信用金庫協会、北陸地区信用金庫協会及び
その他団体主催の中小企業支援関連の「目利き
能力養成講座」等に職員を派遣し知識・能力の
向上に努めます。

・外部講師による経営改善セミナーを継続し、「経
営支援アドバイザー（当金庫認定）」資格の取
得に努めます。

・中小企業大学校にさらに１名派遣します。
　（１７年４月～１８年３月）
・通学講座形式で中小企業診断士資格の取得を目
指している職員に対し支援します。

・庫内講師が中小企業再生に関する研修会を開催
します。

③要注意先債権等の健全債権化等
に向けた取組みの強化及び実績
の公表等

・経営支援室を平成１５年８月に設置、経営改善計
画書の策定支援、モニタリング等を中心に活動
しています。支援企業先の改善指導を強化させ
るため、訪問件数を増加させることが課題です。

・企業支援対象先１１２先に対し経営改善計画書に
よる支援活動を行い２５先がランクアップしま
した。（２２％の改善率）
・「企業再生委員会」（構成は担当役員、室長、
支援担当者、中小企業診断士（庫内）等）を設置、
企業支援対象先に対する経営改善進捗度合い等
のモニタリングを行っています。（１３回開催、
２８先検証）
・支店長経営改善セミナーを開催「経営改善アド
バイザー」の認定証を交付しました。支店長を
「営業店経営改善担当者」に任命、経営支援室
と連携して企業へ帯同訪問を実施、不良債権の
新規発生防止のための態勢整備を整えました。

　（４０先訪問）
・「くらしと経営相談」に「企業支援」の相談業
務を設置（毎月２回）、相談先数は１７先ありま
した。

・外部経営コンサルタント会社と提携し、２先の
改善に取組んでいます。

・経営改善計画書策定による企業支援先１３９先を対
象として改善率３０％を目標として活動します。
　（１７年度）
・不良債権の新規発生防止のため、企業先への帯同
訪問を強化します。
・要注意先債権等の健全債権化のため、「くらしと
経営相談」の中の「企業支援」の相談機能を強化
し外部経営コンサルタント等の活用を図ります。

・経営支援室に中小企業診断士（庫内）を配置し
組織強化を図ります。

・企業支援先に経営改善計画書の策定を依頼、経
営改善の必要性と意識改革を働き掛け早期改善
を図ります。

・経営改善計画書の予算と実績管理については「企
業再生委員会」にて検証し的確な指導・支援を
行います。

・企業支援対象先に対し本部、営業店担当者との
連携により、経営者と直接面談し経営改善状況
をモニタリングします。

・要注意先債権については、キャッシュフロー等
を中心としたウォッチングを強化します。

・経営改善実績先の成果については定量面に定性
面を追加して公表できるよう検討します。

（別紙）

・取引先企業の発展のためにコンサルティング機
能の強化、経営相談、経営情報提供に積極的に
取組み、外部経営コンサルタント会社と契約、
連携して企業支援を行いました。

・Ｍ＆Ａについては積極的に対応した結果、当金
庫として初めて成約となり、また、商談会出展
の支援によるビジネスマッチングで５社中３件
の商談がありました。この実績を踏まえて当金
庫主催の商談会「きんしんビジネスフェア２００５」
を１０月に開催し、ビジネスマッチングをコー
ディネートしていきます。

・Ｍ＆Ａ仲介業務、ビジネスマッチング、セミナー
開催、「くらしと経営相談」等の取組みを強化し
ます。
・外部機関（中小企業基盤整備機構、石川県産業革
新戦略推進デスク等）と連携し、地域経済の活性
化と中小企業支援の促進を図ります。

・「中小企業基盤整備機構」と業務連携します。
・当金庫主催のビジネスフェアを開催します。
・県外企業とのビジネスマッチングを推進、県外
商談会の出展をサポートします。

・全信協の「しんきんビジネスマッチングサービ
ス」を活用します。

項　　　　目



・中小企業再生支援協議会との連携を密にして再
生案件に取組み、政府系金融機関との協調融資
による成功事例は３先ありました。また、整理
回収機構や信用保証協会等とも連携し、ＲＣＣ
債権の肩代りによる再生は２０先あり、外部機
関との連携には一定の成果がありました。

・支援先企業２先に外部経営コンサルタントを紹
介し、経営改善指導を実施しています。外部経
営コンサルタントを通じて事業再生のノウハウ
を蓄積し活用していきます。

（３）事業再生に向けた積極的取組み

①事業再生の早期着手に向けた取
組みの促進及び多様な事業再生
手法の一層の活用

②外部機関の事業再生機能の一層
の活用及び金融実務に係る専門
的人材・ノウハウの活用

３ （金沢信用金庫）

取組み方針及び目標 具体的取組策現状の分析及び評価

・産業再生機構や中小企業再生支援協議会等との連
携を強化、情報の交換、再生案件への取組み、協
調融資の実施で外部機関等の事業再生機能の活用
を図ります。
・ＲＣＣ債権譲渡先の再生支援を外部機関等と連携し、
２０先を目標に取組みます。
・外部機関等の専門家と連携し、再生スキームを策
定していく中で事業再生手法、ノウハウを蓄積し
活用していきます。

・中小企業再生支援協議会との連携強化について
は、研修会等の参加による情報収集、成功事例
の習得、再生案件の相互の紹介等で積極的な連
携を継続します。

・ＲＣＣ債権譲渡先で再生可能と判断される先は
外部機関等と連携し、再生支援に積極的に取組
みます。

・外部の中小企業診断士や経営コンサルタント等
を招き、金融実務、経営改善の手法等の研修会
を開催、「目利き」能力を向上させるとともに
ノウハウの活用に努めます。

③再生企業に対する支援融資の拡
充

・ＤＩＰファイナンスについては、政府系金融機関・
信金中央金庫等との連携交流を図りながら、導
入に向けた内部研修を行ってきましたが、導入
に至っておりません。

・ＤＩＰファイナンスは、政府系金融機関・信金中央
金庫等との協調融資による活用を検討して行きま
す。
・エグジットファイナンスについては外部の研修に
参加し、知識の習得を図ります。

・ＤＩＰファイナンスについては、政府系金融機関
等との連携による対応を図ります。

・エグジットファイナンス導入に向けた外部研修
に参加します。

④再生支援実績に関する情報開示
の拡充、再生ノウハウ共有化の
一層の活用

・中小企業再生支援協議会等との連携によるＲＣ
Ｃ債権肩代りの取組み件数、債務者区分の改善
件数の実績や再生支援体制等をホームページで
開示しました。

・外部機関等の研修会で習得した再生手法や取引
先の債務者区分改善の成功事例も蓄積していま
すが、お客様や営業店との再生ノウハウの共有
化は充分に図られていません。

・成功事例の個別具体的な取組み内容をホームペー
ジで開示します。
・中小企業再生支援協議会等の成功事例、再生手法
をお客様や営業店と共有化し経営改善指導に活用
します。

・成功事例の開示内容を検討します。
・外部機関や当金庫の成功事例、再生手法を研修
会で明示し、再生支援のツールとして活用しま
す。

（別紙）

・ＤＥＳ、及びＤＤＳ等の事業再生手法を採用すべ
く各種研修会に参加し準備を進めてきましたが､
現状において導入には至っていません。

・事業再生ファンドの組成プランを提案し、民間
専門機関と秘密保持契約を締結しましたが、地
域の中小企業を対象とした事業再生ファンドの
組成には至りませんでした。

・ＤＤＳ、事業再生ファンド等の事業再生手法を取
り入れ、その企業に適応した手法を活用しますが、
ＤＥＳについては対応の予定がありません。
・事業再生の早期着手に向けた再生手法（プリパッ
ケージ型事業再生等）については、引続き検討し
ます。

・ＤＤＳについては導入に向けて検討します。
・事業再生ファンドの対象先について検討します。

（４）担保・保証に過度に依存しない
融資の推進等

①担保・保証に過度に依存しない
融資の推進

・財務制限条項付、第三者保証不要の創業・新事
業支援商品「新進企営」を発売しました。業種
別担当者、中小企業診断士（庫内）等をメンバ
ーとした「サポートデスク」を設置、新規事業
計画の合理性・妥当性を審議しております。

　（４件　６０百万円）
・新長プラを導入し信用リスクに見合った適正貸
出金利体系を構築しました。

・信用格付と自己査定債務者区分の整合性を高め
るため、定性要因の充実を図っています。

・民法改正を踏まえ、包括根保証を廃止し保証極
度額の設定基準を制定しました。

・創業・新事業支援商品「新進企営」を推進します。
（目標２０件　２億円）
・財務制限条項の活用等によりお客様の実態把握の
向上を図ります。
・信用格付の的確性を向上させるため定性要因の計
量化を図ります。
・信用リスクデータを精緻化し融資審査のスコアリ
ングモデルの構築を図ります。

・創業・新事業支援商品「新進企営」を推進、財
務制限条項の活用により事後モニタリングの徹
底を図ります。

・財務制限条項の内容を充実して活用範囲を広め
ていきます。

・保証極度額の設定基準を適正に運用しお客様へ
の説明態勢の強化を図ります。

・信用リスクに見合った適正金利体系の精緻化を
図ります。

項　　　　目



②中小企業の資金調達手法の多様
化等

４ （金沢信用金庫）

取組み方針及び目標 具体的取組策現状の分析及び評価

（別紙）

・中小企業の資金調達手法の多様化に対応するた
め「私募債」「売掛金債権担保融資」に積極的
に取組みました。（「私募債」４件　４８０百万円、
「売掛金債権担保融資」５件　５７百万円）

・財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対し、
独自の商品や「きんしん北陸税理士会提携ロー
ン」「ＴＫＣ経営者ローン」を開発し、利用促進
に取組んでいます。

・ＣＬＯについては、住宅金融公庫の証券化を通
しノウハウ、スキームを習得していますが実績
はありません。

・「私募債」「売掛金債権担保融資」については、
積極的に継続して取組みます。
・財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対する
融資モデルの商品を推進します。
・特許・著作権等の知的財産権担保融資、ノンリコ
ースローン、プロジェクトファイナンス等の融資
手法への取組みについては、外部機関の研修に参
加し知識を習得します。
・ＣＬＯについては、具体的な取組みを検討します。

・「私募債」「売掛金債権担保融資」については、
業績評価制度に反映させ積極的に取組みます。

・財務諸表の精度が高い中小企業に対して「きん
しん北陸税理士会提携ローン」「ＴＫＣ経営者ロ
ーン」の利用促進に取組みます。

・ＣＬＯについては、中小企業金融公庫との連携
を検討します。

（５）顧客への説明態勢の整備、相談
苦情処理機能の強化

（お客様への説明態勢の整備）
・信用金庫取引約定書については双方署名方式を
導入し、お客様用の「ご説明書」、職員用の「解
説書」、「重要事項説明書」を作成する等、説明
態勢を整備しました。その他の契約書について
はお客様に契約書の写しをお渡しして内容を説
明すると共にその確認印も頂いています。

・「与信取引に関する顧客への説明態勢に係る規
程」を制定すると共に保証確認時の「チェック
リスト」によるマニュアル化を行っています。

（相談苦情処理機能の強化）
・苦情相談等については発生毎に対応しています。
また、再発防止機能の強化を図るため、発生要
因の分析や検証を行い、あらゆる角度からリス
クやコンプライアンス上の問題認識を高めてい
ます。

・「ご意見箱」等を店舗毎に設置して、お客様の
率直なご意見をお聞きすることに努めています。

（お客様への説明態勢の整備）
・説明態勢を強化するため、職員の意識の向上を図
り、職員間の相互牽制機能を整えます。
・「チェックリスト」の内容の充実を図ります。ま
た、信用金庫取引約定書のみに作成している「重
要事項説明書」をその他の契約書にも制定します。

（相談苦情処理機能の強化）
・苦情案件への対応能力を高め、再発防止に向けた
苦情事例の蓄積と活用を行います。

（お客様への説明態勢の整備）
・不適切な取扱いを防止するための「チェックリ
スト」に相互牽制の条項を加えます。

・手形割引、手形貸付について、お客様に契約条
件の記載された書面を融資実行毎に渡します。

・信用金庫取引約定書以外の契約書にも「重要事
項説明書」を作成します。

・お客様への説明が規程通りに行われているか監
査します。

・「与信取引に関する顧客への説明態勢に係る規
程」を改訂し、内容の充実を図ります。

（相談苦情処理機能の強化）
・苦情案件毎に法令に照し合わせて検証し、発生
原因の分析を行います｡

・苦情案件等について、「不祥事件対策委員会」「事
務リスク委員会」等へ報告を行い、再発防止に
向けた取組みを強化します｡

・「苦情相談受付票兼記録簿」を活用した臨店指
導を行い、職員の問題意識の向上を図ります｡

・全部店に発生事例を開示するため「コンプライ
アンス便り」を定期的に発行し再発防止に取組
みます。

・全営業店の窓口に「ご意見箱（窓口アンケー
ト）」・「目やす封書」を設置し、お客様の幅広
いご意見を募り業務に反映させます。

・窓口アンケートの内容を適宜見直します。
・「地域金融円滑化会議」に出席し、外部の事例
を活用します。

（６）人材の育成 ・全支店長が外部講師による経営改善セミナーを
受講し、「経営支援アドバイザー（当金庫認定）」
資格を取得しました。（４７名取得）
・渉外係を対象に財務分析セミナーを開催しまし
た。（２２名受講）

・「中小企業経営支援講座」を開催しました。
　（通信講座１３９名修了、２級検定試験７４名合格）
・中小企業大学校へ1名派遣しました。
　（１６年１０月～１７年９月）
・経営支援室が中小企業の再生に関する研修会を
開催しました。（１６年１０月）

・地域の中小企業の体質改善・強化に向けた支援・
協力ができる人材育成を引続き行います。
・「経営支援アドバイザー（当金庫認定）」資格取
得者を総勢１００名とします。

・全国信用金庫協会、北陸地区信用金庫協会及び
その他団体主催の中小企業支援関連の「目利き
能力養成講座」等に職員を派遣し、知識･能力
の向上に努めます。

・外部講師による経営改善セミナーを継続し、「経
営支援アドバイザー（当金庫認定）」資格の取
得に努めます。

・中小企業大学校にさらに１名派遣します。
　（１７年４月～１８年３月）
・通学講座形式で中小企業診断士資格の取得を目
指している職員に対し支援します。

・庫内講師が中小企業再生に関する研修会を開催
します。

項　　　　目



５ （金沢信用金庫）

取組み方針及び目標 具体的取組策現状の分析及び評価

・最高意思決定機関である「経営管理委員会」に
て経営陣と一体化したリスク管理態勢に努めて
います。また各種リスクについては、「リスク
管理統括部」を中心に「信用リスク委員会」「市
場リスク委員会」「事務リスク委員会」等を定
期的に開催し、現状の把握・分析・改善を行っ
ています。

・リスク管理態勢の強化を経営の最重要課題のひと
つとして位置付け、経営体力に見合った適正な水
準にリスクを管理すると共に、統合リスク管理の
確立に向けた態勢を構築します。
・新ＢＩＳ規制の導入を控え、リスク管理態勢の整備
を行います。

（信用リスク管理）
・与信ポ－トフォリオを構築し、業種別等に内在
するリスクの分析を行います。

（市場リスク管理）
・市場関連リスクに係る主要指標を一元的にモニ
タリングし、市場リスク委員会で検証します。

（オペレ－ショナルリスク管理）
・損失デ－タを収集・蓄積していきます。またシ
ナリオを想定したリスクの計測手法を検討しま
す。

（統合リスク管理）
・１６年度に試行した統合リスク管理の本格導入
に向けデータを検証します。

（バ－ゼルⅡ）
・信用リスクについては標準的手法を採用し、こ
れに伴う必要なデ－タと算出するための基準を
検討します。

（別紙）

（２）収益管理態勢の整備と収益力の
向上

・信用格付・保全状況に応じた金利体系を構築し、
リスクに見合った貸出金利の適用に努めていま
す。また、今後発生しうる信用コストをできる
だけ精緻に把握するため、倒産確率のデータ蓄
積を重ねています。しかしサンプルデータの絶
対数が少なく各年の計数にばらつきが見られ、
確固としたデータの構築に至っておりません。

・収益管理態勢の整備については、個社別・店舗
別にリスク・コストを認識する「リスク調整後
収益管理システム」の導入に向け準備を進めて
います。

・「リスク調整後収益」の基本的な考え方に関し
ては、職員への研修を重ねており、業績評価を
含めた運用環境も整いつつあります。

・信用コストの低減、信用リスク顕在化の早期把握
等を図るための収益管理態勢を構築します。また
採算性の判断と適正収益の確保を的確に実施でき
るよう、収益・費用の所在を明確化します。

・債務者区分と整合的した内部格付制度を構築す
ると共に、信用コストの低減につながるお客様
のランクアップに努めます。

・倒産確率を算出し信用リスクの精緻化を図りま
す。

・「リスク調整後収益管理システム」の設計を進
め、導入します。

・会員や総代の「総代会」に対する高い理解・認
識を深めるため、総代選任規程・総代選考委員
選考基準・総代選考基準を整備、ディスクロー
ジャー誌にて総代会制度・総代と選任方法・総
代会決議事項・地区別全総代氏名を開示し広く
理解を求めました。

・総代選考においては、８０歳定年制を導入し、
医師・学識経験者・司法書士・女性総代等を増
員するなど、総代の属性（年齢・性別・業種構
成等）に留意した選考を実施しました。

　（平成１６年８月）
・モニター制度・アンケート調査については、今
後の課題となっています。

・ディスクロージャー誌への開示方法については内
容の充実を図ります。
・総代へのアンケート調査の内容を検討します。

・全総代氏名の開示にあたり、個人情報保護法に
留意し「利用目的の同意書」の徴求を行います。

・会員・総代の理解・認識をより深めるため、デ
ィスクロージャー誌への開示方法を充実します。

・総代に対するアンケートの方法・内容について
検討します。

・平成１４年９月より、半期の開示を実施してい
ます。

・今後も継続して情報公開を行っていきます。また、
内容の充実も検討します。

・四半期開示も視野に入れ、半期開示の内容の充
実を図ります。

２．経営力の強化

（１）リスク管理態勢の充実

（３）ガバナンスの強化

①総代会の機能強化に向けた取組
み

②半期の開示

項　　　　目



６ （金沢信用金庫）

取組み方針及び目標 具体的取組策現状の分析及び評価

（別紙）

・法令等の遵守を厳粛に受けとめ、具体的な実践
計画である「コンプライアンス・プログラム」
を毎年見直し策定しています。コンプライアン
スについて研修を通じて倫理観の向上を図り、
営業店に対しては法令等遵守状況の点検強化の
ため指導を実施しています。

・不祥事件未然防止策の一環として、代表役員が営
業店訪問を行います。
・モラル・ルール遵守のため、外部コンサルタント
による組織のチェックを実施します。
・コミュニケーション担当者を置き、職員のケア対
策に取組みます。
・業務全般についてのコンプライアンス問題を把握
するため本部間の連携を強化します。
・コンプライアンス研修・教育・臨店指導を継続し
て推進します。

・不祥事件未然防止策の一環として、代表役員が
全営業店を半期に１回訪問し、役職員間のコミ
ュニケーションを通じた直接指導に取組みます。

・モラル・ルール遵守のため、外部経営コンサル
タントによる組織のチェックを実施します。

・コミュニケーション担当者を置き、個人面接を通
じた職員の「心の問題」のケア対策に取組みます。
・本部間の連携を図るため、「コンプライアンス
等小委員会」を設置し、業務全般についてのコ
ンプライアンス問題の対策を検討し、各委員会
へ答申します。

・各部署毎のコンプライアンス・マニュアルを策定
し、業務監査やリーガルチェック機能を高めます。
・「指定休暇時の業務監査」を厳格に実施します。
・臨店指導により、コンプライアンス研修の実施
状況、「情報・相談ごと連絡票（事務ミスを含
む）」の運用状況について確認し、職員の意識
の向上を図っていきます。

平成１７年３月３１日までに以下の対策を講じ、個
人情報保護法の全面施行に備えました。
・個人情報保護方針を始め、個人情報の管理・取
扱いに係る規程や、マニュアルを策定しました。

・個人情報保護統括管理責任者、個人情報保護担
当等を任命し、個人情報保護のための組織を構
築しました。

・業務委託先と個人情報の取扱いに係る「覚書」
を締結しました。

・個人情報保護に係る組織的・人的・技術的安全
管理措置を実施しました。

・個人情報の適切な取扱い並びに安全管理に取組む
ことが社会的責任であると認識し、個人情報の適
切な取扱い、管理に努めます。
・個人情報を厳正に保管し、漏洩事故等が起こらな
いよう適切な予防・是正措置を実施すると共に、
個人情報に関するコンプライアンス態勢を構築し
ます。

・個人情報の台帳を整備します。
・個人情報管理態勢に係る監査を実施します。
・個人情報に係る業務委託先の管理を行います。
・個人情報保護に係る組織的・人的・技術的安全
管理措置を継続的に実施します。

・昭和６０年に全面更改した主要勘定系システム
は近年複雑・肥大化しており、自営の継続・業
界共同システムへの参加・ベンダーへのアウト
ソーシングについて検討を重ねてきました。そ
の結果、経費の軽減・独自性の発揮等を図るた
め主要勘定系システムのアウトソーシングを行
うこととしました。

・各部署で導入したサブシステムの中には基準変
更に伴い、導入時の目的や機能を十分に発揮で
きなかったケースがありました。そのため、平
成１５年からはシステム部で予算の一元化やシ
ステム導入の評価を行っていますが、導入後の
効果等を評価するまでに至っていません。

・平成１８年５月に主要勘定系システムを共同でア
ウトソーシングし、営業店事務の見直しと効率化
によるコスト削減を行います。
・システム部門の組織と人員を見直します。
・サブシステムの検証・導入後の評価を適正に行い
ます。
・マーケティング戦略顧客データベース（ＣＲＭＳ）
の構築を検討します。
・お客様保護のためのシステムを構築します。

・次期勘定系システムの導入に万全を期し、スケ
ジュールを順守します。

・営業店事務の集中化を図り、一線完結体制の整
備と後方事務の見直しを行います。

・渉外支援システムによる業務プロセス改革を実
施します。

・マーケティング戦略にマッチしたＣＲＭＳを検
討します。

・偽造・盗難キャッシュカードの対応を行います。
・ＬＡＮのソフト・データをサーバに一元管理す
ることを検討します。

（４）法令遵守（コンプライアンス）
態勢の強化

①営業店に対する法令等遵守状況
の点検強化等

②適切な顧客情報の管理・取扱い
の確保

（５）ＩＴの戦略的活用

・有価証券運用における収益性・リスク量の客観
的な評価を受けるため、信金中央金庫の「ポー
トフォリオ分析」を通した意見交換会を実施し
ています。

・また、随時、「ＡＬＭ」「各種リスク管理」の手法等
についての情報交換も継続して実施しています。

・今後も信金中央金庫との情報交換を継続し、有価
証券運用・リスク管理態勢の強化に努めます。

・「ポートフォリオ分析」結果を有効に活用し、
有価証券・リスク管理態勢の強化を図ります。

・業界の先進事例等を収集し、有価証券運用・リ
スク管理に活用します。

（６）協同組織中央機関の機能強化

項　　　　目



７ （金沢信用金庫）

取組み方針及び目標 具体的取組策現状の分析及び評価

（別紙）

（２）地域の利用者の満足度を重視し
た金融機関経営の確立

・金融業務を通して、預金が地域のためにどのよ
うに活かされ、融資・支援サービスはどのよう
に行われているかをディスロージャー誌に開示
しています。

・金融商品の開発・販売及び金融サービスの提供を
通して、地域貢献に努めます。
・文化的な活動の情報を発信します。

・環境保全を目的とした新たな融資商品の内容と
実績を開示します。

・外部経営コンサルタント会社と連携し、ＩＳＯ認
証取得を目指すお客様に取得支援サービス等を
提供します。

・お客様への再生支援の成功事例を開示します。
・石川県、金沢市等と連携した文化的な活動の情
報を発信します。

・地域貢献活動の情報をホームページやディスク
ロージャー誌に開示していますが、お客様に満
足いただける情報開示のため、アンケートの実
施等お客様のご意見を反映できる体制づくりが
必要です。

・お客様へのアンケートを通じて、お客様が求めて
いる情報を分かりやすく開示します。

・地域貢献に関する開示内容を充実させます。
・金融サービスの提供、環境保全に関する活動を
具体的に開示します。

・ディスクロージャー誌をビジュアルに表現し、
お客様に分かりやすく開示します。

・アンケートによるお客様のご意見を情報開示に
役立てます。

・国の「産業クラスター計画」、県の「石川県産
業革新戦略」等の新施策への具体的支援を検討
していますが、実績はまだありません。「北陸
ライフケアクラスター研究会（ＨＬＣ）」と連携
し、研究素材の事業化の支援に向けた情報交換
を重ねています。商工（会）会議所とも融資支
援連携についての打合せを行っています。また、
金沢大学附属図書館等棟施設整備のＰＦＩ事業に
信金中央金庫と協調融資を実施しました。

・国、地方公共団体、外郭団体、商工（会）会議所、
政府系金融機関等との連携を図り、地域の活性化
と再生に取組みます。

・企業連携による新産業創出を後押しする経済産
業省の中小企業新事業活動促進法に基づく「新
連携支援事業」を支援します。

・石川県内の産業の中長期的な構造改革を目的に
策定された「石川県産業革新戦略」に積極的に
参画、支援します。

・商工（会）会議所との提携ローンを取扱います。
・「北陸ライフケアクラスター研究会（ＨＬＣ）」
の会員拡充、シーズの商品化支援を行います。

・地方公共団体・コンソーシアムとの連携を密に
し、ＰＦＩ事業に参画します。

・経営環境の変化、サービスの多様化やお客様ニ
ーズの高度化が進展する中、お客様満足度を反
映させた経営の一環として、全営業店に「ご意
見箱」、「目やす封書」を設置しています。

・地域のお客様満足度を重視した金融サービス提供
のため、お客様のご意見をより経営に反映できる
仕組みを確立します。

・「ご意見箱」、「目やす封書」に寄せられたご意
見を経営に活用します。

・お客様満足度に関するアンケート（ＣＳ調査）
を実施します。

・お客様のご意見に対する回答を営業店に掲示し
ます。

・お客様のご意見に対する取組み内容をホームペ
ージに開示します。

３．地域の利用者の利便性向上

（３）地域再生推進のための各種施策
との連携等

②充実した分かりやすい情報開示
の推進

（１）地域貢献等に関する情報開示 

①地域貢献に関する情報開示

項　　　　目


